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【論説】

刑事手続における
救済としての憲法判断の遡及効について
──近時の合衆国最高裁判所判例の展開を中心として──

麻妻 和人
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１．はじめに

人間が行うことに誤りは避けられない。刑事裁判も例外ではないので、慎
重な捜査が行われ、検察官が証拠を吟味して公訴を提起し、当事者主義に基
づく主張、立証のうえでなされた裁判は、まず誤りがないものとの信頼性が
担保されているが、それでもなお誤りは生じうる。事実の認定が誤っていた
り、信頼性を担保する手続上の基準や原則に誤りがあったりする場合がある。
また、当時存在しないと思われた証拠が後になって事実認定への疑問を抱か
せたり、当時誤りだと思われていなかったことが、重大な誤りであったと判
明したりすることもある。このような場合には誤った裁判からの「救済」が
なされなければならない。

わが国の刑事裁判における救済制度には、現行法上、未確定の裁判に対し
上級裁判所に救済を求める上訴制度（刑訴法 351 条〜 434 条）と、確定裁判
に対する救済を求める非常救済制度（刑訴法 435 条〜 460 条）がある。
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上訴には、判決に対する控訴および上告と、決定や命令に対する抗告があ
り、その目的は憲法法律に反する活動から被告人の救済を図るとともに、法
の解釈を統一し、法運用の基準を監督することにある 1。とりわけ上告審に
おいて最高裁判所は、違憲審査権を通じ、憲法の予定する基本的手続を確保
し、憲法上の基本権を保障する役割を果たす。この役割から、憲法違反と判
例違反が上告理由とされている（刑訴法 405 条 1 号）。このうち判例違反と
は、最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと（同条 2 号）をいう。また、
最高裁判所の判例がないときには、大審院もしくは上告裁判所たる高等裁判
所の判例又は現行刑訴法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反す
る判断をしたこと（同 3 号）を言う。本条にいう「判例」が、原判決前また
は上告理由があるとされている手続以前の判例を指すのか否かについては明
文の規定はない。この点、わが国の最高裁にはこれを否定する裁判例もある
が 2、「判例」を原判決や手続以前の判例に限定する理由はないとする立場 3

もあり、上訴審において判例に遡及効を認めるべきかどうかについては議論
がある。

非常救済制度には、不当な事実誤認を正すための制度である再審と、法令
違反を正すための制度である非常上告がある。前者は事実誤認を対象とする
ので法令違反、判例違反はその射程に入らない。これに対して非常上告は法
令違反を理由とするもので、その目的はまず法令解釈、適用の統一性を図る
ことであるが、具体的事件における被告人の救済もその射程に入るので、確
定判決後に下された判決の遡及適用による救済は解釈論上まったく問題とな
らないわけではないと思われる。しかし、確定判決後の判決に基づいて非常
上告による救済が図られたことはなく、実務上、確定判決に対して判例に遡
及効は認められないことを前提に運用されていると考えられる 4。

これまで、最高裁判所による違憲判決の効力に関連しては、違憲無効とさ
れた法律および規則を法令集から除去せしめる効力を持つかどうかという問
題として、個別的効力説と一般的効力説との対立を中心に議論されてきた。
しかし、近年、個別的効力説に立つ場合でも行政府や立法府に何らかの拘束
力を認めるという考え方が有力となっており、両説は接近、収斂傾向にある
ことから、この点を論ずることについてあまり意味はないとされてきている 5。
むしろこの問題は、当該法律について違憲無効が宣言される以前に、当該法
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律を合憲なものとしてなされた訴訟手続や判決に違憲判決が遡及的に適用さ
れるかという問題として重要である。とりわけ、刑事法の分野においては、
有罪判決を宣告される者や既に有罪判決が確定した者にとっては、最高裁判
所による判断の遡及効が認められるか否かはその生命や自由に直接に関係す
るだけに、上訴や再審、非常上告といった制度における救済の問題を考える
うえで重要な意味を有する。しかしこれまで、わが国において、このような
刑事法の領域における救済の問題として憲法判断の遡及効の問題が論じられ
ることはあまりなかったようである 6。

わが国での議論がかかる状況である一方で、アメリカ合衆国では、この問
題は裁判所が新たに宣言したルールの遡及適用の問題として盛んに議論され
てきた。後述するように、これらの議論は連邦の人身保護手続に関連して展
開されてきたが、2016 年、合衆国最高裁判所は、合衆国最高裁判所が判断
した新たな「実体的ルール」は州の確定判決に対し遡及効を有し、それは憲
法上の要求に基づくものであるとの判断を下した 7。この判断が示すように、
判決の遡及効が合衆国憲法上の要求であるとするならば、わが国にも何らか
の示唆が得られるのではないか。もとより、合衆国とわが国では制度の構造
も先例の意味も異なり、合衆国での議論がそのまま当てはまるものではない
ことは当然であるが、本稿では、合衆国の刑事手続における遡及効の問題に
ついて、近時の合衆国最高裁判所判例の展開を概観し検討することによって、
わが国の刑事裁判における救済の在り方についての手がかりを得たいと考え
るものである。

２．アメリカ合衆国の刑事手続における救済制度

アメリカ合衆国は、全体としての国家である連邦と、これを構成する 50
の州によって成立する複合的国家形態である連邦制を採用している。そこで
は、州は主権の一部を連邦に割譲する一方で割譲されなかった部分について
は主権を維持し、割譲された部分については連邦が州を拘束するという二重
主権の構造となっている。この連邦制の下では、司法制度についても、連邦
の司法制度と州の司法制度が並立することになる。裁判所の体系も連邦裁判
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所と州裁判所が併存し、連邦裁判所は合衆国憲法および連邦法で認められた
範囲内でのみその権限を行使し、連邦裁判所の専属管轄でない限り州裁判所
は管轄権を有する。このような構造は刑事手続における救済制度において次
のような形となって表れる。

まず、州の公判裁判所で有罪判決を受けた被告人は、州の上訴手続に基づ
き、州の上訴裁判所で自らが有罪とされた実体法や手続法が州法や合衆国憲
法ないしその他の連邦法に違反するという主張を行うことができる。次に、
州の最上級裁判所において主張が認められなかった場合には、当該事件での
合衆国憲法の問題について合衆国最高裁判所に上訴することができる。こう
した一連の上訴手続を通常上訴（direct review）という（28 U.S.C. §1257）。
この通常上訴手続の他に、有罪判決確定後に州裁判所に対して改めて有罪判
決を争う州の事後的審査の手続が設けられている。さらにこれとは別に連邦
裁判所でも、州で有罪とされ身柄を拘禁されている者について、当該拘禁が
合衆国憲法やその他の連邦法に反する場合の救済手続として連邦の人身保護
手続（habeas corpus proceeding）が設けられている（28 U.S.C. §2241）。
また、連邦の専属管轄である事件について連邦の公判裁判所で有罪判決を受
けた被告人は、連邦の上訴手続に基づき連邦の上訴裁判所で争うことができ、
確定判決後は連邦裁判所において人身保護手続による救済を申し立てること
ができることとなっている 8。

刑事手続における判例の遡及効の問題は、いずれの手続においても問題と
なり得るが、この問題についての議論は、とりわけ、州裁判所による有罪判
決確定後の連邦の人身保護請求手続に関連する合衆国最高裁判所の判断にお
いて発展してきた。合衆国における人身保護令状は、裁判権（jurisdiction）
を欠く手続によって身体の拘束を受けていると主張する者について、正当な
理由を欠き、正当な手続を経ないで身柄を拘束されていることが証明された
場合には、被拘束者の身柄拘束の決定を破棄し即座に釈放することや、ある
いは新たな審理などの適切な措置を講ずることを命ずる事後的救済制度であ
る 9。この制度は、通常上訴手続と異なって、事実認定や下位の裁判所の判
決の当否を直接に争うものではなく、現実に行われている身柄拘禁の違法性
そのものを事後的に争うものであり（collateral attack）、そのための一定の
要件さえ満たせば請求することができる 10。従って、州の公判裁判所からあ
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らゆる上訴手続を経た末に確定判決を受け身柄を拘束されている者であって
も、請求することができ、とりわけ死刑の言い渡しを受け身柄を拘禁されて
いる者や、絶対的終身刑を科された者にとっては、自らの人生を取り戻すた
めの最後の手段となる。このような意味を持つ手続であるが故に、同手続に
おいて、確定裁判の後に宣言された合衆国憲法上の新たな権利を認めるルー
ルを根拠として、身柄拘禁からの救済を求める請求がなされることとなる。
しかし、いったん確定した有罪判決に、連邦の人身保護手続による救済を認
めることは、有罪判決を無効とするものではないとしても、結果的に連邦が
州の有罪判決を覆すものに他ならないので、連邦制を基礎として成り立って
いる合衆国の刑事司法制度に大きな影響を及ぼす。人身保護手続において、
有罪判決時には存在しなかった合衆国憲法上の新たなルールが確定判決を経
た者にも遡及的に適用されるかどうかという点は、州の確定判決の終局性や、
州への礼譲の観点から大きな問題を孕むことになる。このような連邦の人身
保護手続の性格から 11、遡及効の問題は主に人身保護手続における救済の範
囲と関連して議論が積み重ねられてきたのである。

３．合衆国における遡及効の議論の歴史的背景

英米の伝統的なコモンローの考え方では、裁判所の役割は「新たな法を宣
言する」ことではなく、「古き法を維持し解釈する」ことにあるとされてき
た 12。これによれば、裁判官が「新たなルール」であると思われるものを示
したとしても、それは新たな法の宣言ではなく、それまでの誤った解釈を白
日に晒し、真の法を発見したに過ぎないということになる。「先例が明らか
に不合理で正義に反するものであることが判明したとすれば、その判決は

『悪法』ではなく『法ではない』」13 とされる。この理解によれば、法は議会
が制定するものであって、裁判所は議会が制定した法を適用する機関である
以上立法機能を担う権限はないのであるから、裁判所が新たに宣言したルー
ルは「既に存在していた」ものを発見したと解釈されなければならず、それ
ゆえ、裁判所による新たなルールは遡及適用されると理解されてきており 14、
このようなコモンローの伝統を引き継いだ合衆国においても、建国当初より



桐蔭法学 24 巻 1 号（2017 年）

30

同様の理解がなされてきた。しかし、新たなルールが遡及的に適用されるこ
とによって、確定判決を経た判決が次々に覆されるということになると、実
務上非常に不安定な状況が生じ、混乱は避けられない。また、時代の変化に
対応して法解釈の変更が求められる場合には、伝統的な考え方を墨守してい
るだけでは不適切な結果となる場合がある。

こうした認識から、伝統的な考え方に対しては疑問が投げかけられ、リア
リズム法学（realism jurisprudence）の立場から、新たな判断によって覆さ
れたルールも、その時点までは有効なものとして一般に信頼されてきたもの
であるから、新たなルールの遡及的適用は当事者の期待を無にしてしまうこ
とになるとの主張が有力になされ、一定の支持を得るようになった 15。そし
て、こうした考え方を基礎とする合衆国最高裁判所の判断も下されるに至っ
た 16。とはいえ、そのような立場からの強い批判を受けながらも、合衆国最
高裁判所は基本的に遡及効を認める伝統的な見解を採用し続け、その状況は
1960 年代まで続いた。

合衆国において、1960 年代にいわゆる「刑事法の革命」をもたらしたウ
ォーレンコートの時代に、刑事司法の転換点ともいうべき法執行や公判の基
準となる重要な原則が宣言され、第 14 修正のデュー・プロセス条項を通じ
て、合衆国憲法第 1 修正から第 8 修正までの基本権保障を州の法運用に及ぼ
していくようになった。たとえば、第 14 修正のデュー・プロセスの内容に
は効果的な弁護の保障が含まれるとした Gideon v. Wainwright17、不合理な
捜索・押収により入手した証拠とそれに由来する証拠の排除を第 14 修正の
内容とした Mapp v. Ohio18、身柄拘束下での取調べは供述の自由を侵害す
るものと強力に推定し、供述の自由と弁護権の告知があることをその推定を
破る条件とした Miranda v. Arizona19、公訴事実の全要素たる事実について
訴追側に挙証責任があり、その要素の不存在について被告人に挙証責任を転
換するのはデュー・プロセスに反するとした In re Winship20 など、合衆国
の法執行や公判の基準となる新たなルールを示した判断がそれである。そし
て時期を前後して、Fay v. Noia21 により連邦の人身保護令状に基づく救済
の範囲が広げられると、拘禁中の多くの者によって人身保護手続により新た
なルールの適用を求める請求がなされるようになった。こうした背景の下で、
合衆国最高裁判所がその判断において宣言したニュールールすなわち、刑事
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手続における合衆国憲法上の新たなルールが、それ以前の判決に遡及効を有
するかどうかについての原則的な見解が求められるようになり、合衆国最高
裁はその基準についての問題を取り上げることとなった。

以下では、刑事手続における憲法上の新たなルールの遡及適用について、
合衆国最高裁判所の判断を概観する。

４．憲法上の新たなルールの遡及適用に関する合衆国最高裁判所判例
の展開

憲法上の新たなルールが遡及的に適用されるかどうかの問題についての合
衆国最高裁判所の判断は次のように整理することができる。

（1）初期の判断枠組み

合衆国最高裁判所が明確に新たなルールの遡及適用の基準に取り組んだ初
めての判断が 1965 年の Linkletter v. Walker22 である。前述した Mapp では、
それまで不合理な捜索からの保護は第 14 修正の内容に包含され州への適用
を肯定しつつも排除法則は第 14 修正に内包されず州に適用されないとして
いた Wolf v. Colorado23 を変更し、州の官憲による不合理な捜索 ･ 押収によ
って入手された証拠の排除をしないことは適正手続による保護を定める第
14 修正の下での被告人の権利を侵害するものとして違法であるとして、排
除法則が第 14 修正の内容をなすとの新たなルールが宣言された。

Linkletter では、この Mapp の新たなルールが連邦の人身保護手続に遡及
適用されるかどうかが問題となった。合衆国最高裁判所は次の点を指摘して
遡及効を否定した。すなわち、第 1 に、Mapp のルールは基本権を侵害する
捜査活動によって入手した証拠を排除することによって、政策的に将来の法
執行機関による権限濫用活動を抑止することをその目的としているので、こ
のルールを遡及的に適用したとしても、その目的を促進することにはならな
い。第 2 に、州の法執行機関や裁判所はそれまでの Wolf に信頼を寄せてき
たのであり、Wolf に依拠してなされた法執行や判断は無理からぬものであ
る。第 3 に、Mapp の新たなルールを遡及的に適用した場合、きわめて多く
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の有罪確定判決を見直す必要があり、それは司法の運営に重大な影響を及ぼ
す。

このようにして、Linkletter は新たなルールの目的、既存のルールについ
ての州の法執行機関が寄せていた信頼の程度、実務への影響などを考慮に入
れ、それぞれにつきメリットとデメリットをケイス・バイ・ケイスで衡量し
たうえで遡及適用の有無が決定されるべきであるとの判断を示した。

その後、Linkletter 基準は、通常上訴であると事後的審査であるとを問わ
ず適用されることとなったが、ケイス・バイ・ケイスの判断であるが故に、
以後、遡及適用の及ぶ範囲について著しく異なる結論が示されることとなり
24、比較衡量による基準の不明確性と、恣意的で場当たり的な判断がなされ
るおそれがあるとの批判に晒されることとなった 25。

（2）現在の判断枠組み

こうした批判の下、合衆国最高裁判所はその後 1987 年になって、まず通
常上訴における新たなルールの遡及適用に関する基準についての判断を示し
た。Griffith v. Kentucky26 である。この事件は、陪審員選任手続における人
種差別に基づく忌避を違憲とした Batson v. Kentucky27 の新たなルールが、
そのルールが宣言された当時通常上訴に継続中の事例に適用されるかが争わ
れた事案であるが、合衆国最高裁判所は Linkletter 基準を放棄し、新たなル
ールが宣言された当時通常上訴に継続中の事案についてはすべて、新たなル
ールが憲法上の要求として遡及的に適用され、州の裁判所もそれに拘束され
るとした。

そして、Griffith の 2 年後の 1989 年、Batson のルールが連邦人身保護手
続に係属中の事案に適用されるかが問題となったTeague v. Lane28 において、
連邦の人身保護請求に係る事案の遡及効についての枠組みが示された。
Teague では、州の手続で確定した判断についての連邦の人身保護請求手続
において、刑事手続に関する憲法上の新たなルールは、それが宣言される前
に確定していたケースには適用されないとの原則が示された。そのうえで、
刑事立法の権限が及ばないある種の一次的な個人の行為（certain kinds of 
primary, private individual conduct）に関するルール（有罪・無罪の判断
にかかわる実体的なルール）である場合 29 と、公判の基本的な公正さに影
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響を与えるきわめて重要なルールである場合には、例外として新たなルール
が遡及適用されるとした。

このようにして Teague は確定判決後の連邦による救済の範囲を極めて限
定的なものにした。連邦の人身保護手続は、州の事件に合衆国憲法の基本権
保障を適用して救済を図るために発展した手続である。事実認定については
州の公判裁判所で終局的なものとなるが、一方で合衆国憲法の基本権保障の
問題については合衆国最高裁判所の判断がなされない限り終局性を持つこと
はないので、連邦の裁判所により救済することが可能である。しかし、判決
が確定した後に基本権保障の問題に関する新たな争点が生じるたびに、連邦
の裁判所に事件が係属し蒸し返されることになれば、連邦制の下での合衆国
と州との間の礼譲（comity）を損なうこととなり、法的な安定性も害され
ることになる。Teague ではこの点を重視し、合衆国憲法の下で連邦の統一
性を確保するための基本的なルールや、裁判の公正さに影響を与える極めて
重要なルールであるなど、特に例外的な場合を除いて、連邦の人身保護請求
手続では、有罪判決が確定した時点で存在していた合衆国憲法上のルールに
したがって拘禁の正当性を審査し、その救済の適否を判断するとの基準を示
したのである。

この Teague の判断枠組みによれば、遡及適用の有無については、まず、
宣言されたルールが新たなルールかどうかを判断し 30、新たなルールである
とされた場合には、先の二つの例外にあたるかどうかを判断することになる。
この枠組みに従って、連邦の人身保護手続において合衆国最高裁判所の判断
が積み重ねられ、新たなルールの遡及適用に関する法理が形成されていくこ
ととなる。

たとえば、死刑選択の際の加重事由の判断は陪審が行わなければならない
として Wolton v. Arizona31 を変更した Ring v. Arizona32 の新たなルールが、
連邦の人身保護手続において州の確定判決に遡及適用されるかどうかが問題
となったのが Schriro v. Summerlin33 である。合衆国最高裁判所は、有罪・
無罪の判断にかかわる新しいルールは遡及的に適用されるが、手続に関する
新しいルールは一般に遡及的には適用されず、刑事手続の基本的公正と精確
性に関係するような刑事手続の転換点となるようなルールについてのみ遡及
的適用が認められるとする Teague の枠組みを確認した。そのうえで，Ring
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は新たなルールであるが、手続に関するものとして分類されるのが適切であ
って、刑事手続の転換点となるようなルールを宣言したものではないと判示
した 34。

また、Whorton v. Bockting35 は、公判での供述証拠となる供述（testimo-
nial statement) が争点になった場合に憲法上の要求を満たす信頼性の徴表が
あるというためには、合衆国憲法が現に規定しているように、被告人に対し
証人との対決が保障されなければならないとして、Ohio v. Roberts36 を変更
した Crawford v. Wasington37 が、同じく連邦の人身保護手続において確定
判決に遡及適用されるか問題となった事例である。合衆国最高裁判所は
Teague の枠組みに従い、Crawford は新たなルールにあたるが、手続的ル
ールであるとし、Crawford を前述の Gideon と比較しつつ、刑事手続の転
換点となるようなルールを宣言したものではないとした。

このように Teague の原則は合衆国最高裁判所の刑事手続における新たな
ルールの遡及適用についての先例として確立しているが、Teague およびそ
の枠組みに従った判断は連邦の人身保護手続における遡及適用に関する事例
であった。そのため、この Teague の枠組みによる判断が積み重ねられる中
で、それが連邦人身保護手続に限定されるものであるのか、それとも、州の
事後的審査において州裁判所を拘束するのかという点が問題とされるように
なった。すなわち、州裁判所が州の事後的審査において Teague における遡
及効の例外の要件を緩和し、より広い救済を与えることができるのかという
問題と、Teague の示す例外が州裁判所を拘束するのかという問題である。

その後、前者について、合衆国最高裁判所は、Danforth v. Minnesota38

において、Teague の不遡及原則は連邦人身保護手続における連邦裁判所の
権限を制限するにとどまり、州の裁判所がその事後的審査において、自ら下
した有罪判決に対して、Teague より広い救済を与えることは合衆国憲法上
許容されているとした。本判断は、州への礼譲を重視する Teague の枠組み
に従った判断であるということができよう。

しかし、後者の問い、すなわち Teague で新たなルールが遡及適用される
例外的な場合であるとされた実体的なルールや、刑事手続における転換点と
なるようなルールに、州が遡及適用を認めなかった場合にはどのように扱わ
れるべきなのかについてはこれまで明らかではなかった。
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（3）Montgomery 判決 39 

こうした状況の中で、2016 年 1 月合衆国最高裁判所は、少年に対する仮
釈放の可能性のない終身刑（絶対的終身刑）を必要刑として科すことは合衆
国憲法第 8 修正の残虐かつ異常な刑罰にあたり憲法違反であるとする Miller 
v. Alabama40 が、すでに州の手続において確定した州の判決にも遡及的に
適用されるとする Montgomery の判断を下した。Miller の判断がなされた
当時、少年時の犯罪によって絶対的終身刑で服役中の受刑者が合衆国全体で
およそ 2,500 名存在し 41、それらの者が救済の対象となりうることから、そ
の社会的、政治的な影響は大きく、この判断をきっかけに遡及効の問題があ
らためて議論されることになった。このような社会的、政治的な影響はさて
おき、Montgomery は合衆国最高裁判所の Miller における判断を州裁判所
が遡及適用しなかったことについて合衆国最高裁判所は審査する管轄権を有
し、Miller は州の確定判決に遡及して適用される実体的なルールであると判
断した事例である。Teague の実体的ルールの例外が憲法上の要求であり州
裁判所を拘束するとした点と、Miller で示されたルールが遡及適用されると
した点で重要であると思われるので、やや詳細に紹介する。

（i）事実の概要

1963 年、当時 17 歳であった申請人モンゴメリーはルイジアナ州で保安官
代理を殺害したとして謀殺の罪で起訴され、有罪となり死刑を宣告されたが、
ルイジアナ州 Supreme Court は公衆の偏見により公正な裁判が妨げられた
として、有罪判決を破棄した。申請人は再度の公判に付され、陪審は「死刑
以外の刑罰が科される有罪」の評決を下し、ルイジアナ州法ではこのような
場合には絶対的終身刑を必要的に科すとされていたため、申請人は犯行当時
若年であったことや、結果予見能力、自立能力などに関する専門家の証言、
自身の更生可能性といった減軽証拠を示す機会がないまま、絶対的終身刑が
宣告された。

その後、モンゴメリーが最初に身柄を拘束されてから、およそ 50 年後の
2012 年に合衆国最高裁判所は Miller の判断を下した。Miller では、未成年
で殺人を犯した者に絶対的終身刑を必要的に科すことは、合衆国憲法第 8 修
正の「残虐かつ異常な刑罰」の禁止に抵触するか否かが争点とされたが、少
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年は責任非難の度合いが低く、可塑性が高いことを考慮する必要があり、少
年に対して絶対的終身刑を科すことについては完全に排除しなかったものの、
その犯行が矯正不能な堕落した傾向を反映しているような稀なケースを除い
ては、かかる絶対的終身刑は不均衡な刑罰であることを理由に、絶対的終身
刑を必要的に科すことは第 8 修正に違反すると判断した。

これを受けて本件申請人モンゴメリーは、Miller 判決に基づいて、自身に
必要的に科された絶対的終身刑が違法であると主張して、州の District 
Court に事後的審査を申し立てた。

District Court は、Miller 判決は有罪判決確定後の事後的審査において遡
及的に適用されないとして、申請人の申し立てを退けた。申請人は、監督権
行使に基づく令状（supervisory writ）の申請を行い、州の Supreme Court
は、Miller が州の事後的審査において遡及的に適用されないとした州の先例

（State v. Tate42）に依拠して申請を却下した。
合衆国最高裁判所は、ルイジアナ州 Supreme Court が Miller での合衆国

最高裁判所の判断に遡及効を与えることを否定したことが正しかったかどう
かを判断する権限が合衆国最高裁判所にあるかという問いと、Miller 判決が、
絶対的終身刑を宣告された者に、事後的審査において遡及的に適用される特
定の新しい実体的なルールを採用したかどうかという争点を審理するため、
サーシオレイライを認容した。

（ii）ケネディ裁判官執筆の法廷意見　原判断破棄、差戻し。

Ａ　管轄権について：当裁判所は、憲法上の新しい実体的なルールが特定
の事案の結論を左右する場合には、憲法が州の事後的審査を行う裁判所がそ
のルールに遡及効を与えることを要求しているものと判断する。新しい実体
的なルールの遡及効を確立した Teague の結論は、憲法に基礎を置くものと
してよく理解できる。実体的なルールの性質、手続上のルールとの相違、遡
及的適用の歴史に言及した当裁判所の先例は、有罪判決がいつ確定したかに
かかわらず、憲法は実体的なルールが遡及することを要求している。

実体法上の新たなルールが遡及効を有するとした Teague は、手続的保障
を超える憲法上の権利に遡及効を与えるアメリカ合衆国の長い伝統を継承し
ている。Ex parte Siebold43 は、憲法に違反する法の下での有罪判決は、単
に瑕疵があるというだけではなく、違法且つ無効であり拘禁の合法な理由た
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り得ないため、有罪確定の時期に関わらず実体的なルールは遡及効を有する
としている。同様の論理が、憲法が刑罰を科す権限を州から奪った刑罰に対
する異議申し立てに適用される。一般原則として、実体的なルールが宣言さ
れる前に判決が確定したかどうかにかかわらず、実体的なルールに違反する
有罪判決または刑罰を維持する権限を裁判所は有さない。

Siebold をはじめ、当裁判所の先例は、有罪判決や量刑についての州の裁
判所の事後的審査を含んでおらず、また、合衆国憲法は、新しい実体的なル
ールが州の事後的審査において遡及効を有するかどうかについて扱っていな
いので、ここでの問いを直接に左右するものではない。とはいえ、これらの
判断は本件の問いの分析にとって重要な関係性を有している。Siebold では、
憲法違反の法律は無効であり、憲法違反の法律に従って科された刑罰は無効
であることが示されており、また、憲法が禁ずる刑罰を執行することを許す
祖父条項（既得権益者除外条項・grandfather clause）は存在しない。事後
的審査における実体的なルールの適用に関しても同じ原理が適用されるべき
であって、州が人身保護申請者の行為を禁止する権限を持たない場合、その
者を刑務所に留めることを憲法上主張することはできない。

憲法の最高法規条項の下では、事後的審査を行う州の裁判所は、憲法によ
り禁止された刑罰を受刑者に与え続けることを命じる、連邦の人身保護裁判
所より大きな権限を有すものではない。州の事後的な手続が、連邦法の規律
する主張に開かれているとすれば、州裁判所は連邦法が要求する救済を行う
義務がある 44。州の事後的審査手続が受刑者にその拘禁の合法性を争うこと
を認める場合、州は結果を決定する実体的な憲法上の権利に遡及効を与える
ことを拒むことはできない。

主張が適切である限り、事後的審査手続において、州は憲法の下で主張さ
れる権利を否定できない。州の事後的審査手続は、当裁判所の判断が実体的
な問題として第 8 修正の下で、特定の量刑を違憲であるとしたという主張に
対して開かれている。申請人は、Miller が憲法上の実体的なルールを宣言し
たのであり、州の Supreme Court がその遡及効を認めなかった誤りがある
と主張している。当裁判所はこの決定に対して審査する権限を有する。

Ｂ　Miller の遡及効について：Miller は、特定の刑罰が少年に適用された
場合に不均衡を生ずるという当裁判所の一連の先例に基礎付けられている。
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これらの先例には、第 8 修正が、殺人以外の犯罪について有罪認定された未
成年に絶対的終身刑を禁止しているとした Graham v. Florida45 と、第 8 修
正が犯行当時 18 歳未満である者への死刑を禁じているとした Roper v. Sim-
mons46 が含まれる。Miller は、Roper と Graham で確立された、少年と成
人は憲法上異なるという、少年の限定的な責任非難と可塑性に起因する原理
を出発点にしている。Miller は少年の責任非難の低さや可塑性といった独特
な特性は、絶対的終身刑を科すことについての応報や抑止といった刑罰学的
な正当性を縮減させるとした。

更に Miller は、絶対的終身刑を科す前に、犯罪者の若年性を考慮に入れ
ることを要件としただけでなく、仮に少年の年齢を考慮したとしても、その
犯罪が、成長過程の過渡的な未熟さを反映している場合には、絶対的終身刑
を科すことは第 8 修正に抵触するとした。Miller はその犯罪が矯正できない
堕落した傾向を反映している稀な場合でなければ少年の犯罪者に対する絶対
的終身刑は行き過ぎであるとし、成長過程の未熟さを反映した犯罪を行った
未成年という、一定の範疇の被告人への絶対的終身刑が違憲であることを示
したものであり、憲法上の実体的なルールを宣言したといえる。大部分の未
成年の犯罪者を法が認めていない刑罰に直面させるという重要な危険を必然
的に伴うからである。

Miller の判断は、刑の判断者に少年に絶対的終身刑が適切であると判断す
る前に、その若年性と特性を考慮することを要件づけている点で、手続的な
要素を有している。州は、このことから、Miller は手続的な法理を示したの
だという。しかし実体的なルールの実現が、手続的な要件に融合する場合や
手続の変化に実体的な変化が付随する場合がある。Miller が命ずる若年性を
量刑要素として考慮するための聴聞は、絶対的終身刑を科し得る少年とそう
でない少年を区分するのに必須のものであって実体的な効果を与えるもので
ある。

Miller に遡及効を与えるとしても、少年の犯罪者が必要刑としての絶対的
終身刑を受けたすべてのケースにおいて、州に対して再度の審理や再度の量
刑を要求するものではない。州は、殺人を犯した少年に仮釈放の可能性を認
めることにより、Miller 違反を修復できる。仮釈放の適格を拡大することは
州に多大な負担を負わせるものではないし、州の有罪判決の終局性を妨げる
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ものではない。
（iii）スカリア裁判官の反対意見（トマス裁判官、アリート裁判官参加）

Ａ　管轄権について：通常上訴に係属中の場合に憲法上の新たなルールの
遡及適用が求められることを確立した Griffith のルールは憲法上の強制力を
有し、下位の州裁判所ないし連邦裁判所を拘束する。しかし、Teague には
Griffith で議論されたような、憲法裁判における根本規範（basic norms of 
constitutional adjudication）や州裁判所の義務についての議論は含まれてお
らず、Teague の原則もその例外も憲法上強制されるものではない。事後的
審査は手続きの終局性に関わるが故に、通常上訴とは根本的に異なる。ひと
たび判決が確定した後に受刑者が受け得る救済はすべて恩恵（grace）の問
題であって、憲法の規範の問題ではない。

法廷意見は、新たな実体的なルールの遡及効を確立した Teague のルール
が憲法に基礎を置き、連邦と州の裁判所双方を拘束するという、これまで存
在しなかった憲法上のルールを創り出した。法定意見は、最高法規条項が根
拠となるというが、同条項は、新旧どちらの連邦法が最高法規なのかという
別の問いを導き出すのみである。

また、法廷意見は U.S. Coin & Currency や Yate に依拠しているが、いず
れも事案を異にし、失当である。また Siebold は、連邦の受刑者に対し連邦
人身保護令状を発付する権限の限界を広げた判断であって、州の裁判所にお
ける憲法上要件とされる救済に関する「一般原理」を Siebold から合理的に
導き出すことはできない。Siebold は、令状を発付する当裁判所の制定法上
の権限に関する判断であり、憲法上の救済を要求するものではない。

今日まで、新たに宣言された実体法上のルールに対する過去の違反をもっ
て救済を憲法上義務付けられた連邦裁判所はない。Teague の例外を撤廃す
るのは議会の特権である。最高法規条項は、連邦の裁判所に課すことができ
ない憲法上の義務を州の裁判所に課すものではない。

法定意見は、実体的なルールが特定の行為を禁止し、ある種の刑罰を科す
権限を排除することから、自動的に被告人の有罪判決や量刑を無効にすると
いう結果になるとする。この主張の根拠としてはデュー・プロセス条項や平
等保護条項が考えられよう。しかし、その当時の連邦の憲法に完全に調和し
ているが半世紀後に合衆国最高裁判所によってルール変更がなされることを
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予期できなかった確定判決を下すことがデュー・プロセスの否定であるはず
はない。また、法律も憲法も変化するものであって、かつての被告人を今の
法律より厳しい法律にとどめることが平等保障条項の否定であるならば、後
の被告人を 50 年前よりも厳しい法律の下で裁くことも平等保護条項の否定
となるであろう。平等原則はすべての時代において刑事法が同じであること
を要求しない。

ひとたび有罪判決が確定した後に新旧どちらのルールを適用するかは、州
の判断に委ねられるのである。憲法はその選択に関して何ら言及していない。

Ｂ　Miller の遡及効について：法廷意見は Miller のルールを書き換えて
いる。Miller は Roper や Graham のように、ある範疇に属する犯罪者やあ
る種の犯罪に対する刑罰を類型的に禁じるものではなく、刑罰を科す際の一
定の手続的保障を命じるのみである。絶対的終身刑が憲法違反となるかどう
かの問題について Miller の記述は曖昧である。法廷意見は Miller のルール
を適用しているのではなく、歪め書き換えることで、少年の犯罪者に絶対的
終身刑を廃止しようとし、州に仮釈放を認めるよう迫っているのである。

（iv）トマス裁判官の反対意見

法廷意見は、合衆国憲法が州および連邦の有罪判決後の事後的審査におい
て裁判所に新しい実体的なルールに遡求効を与えることを要件づけているこ
とから、この要件が充たされているとするが、合衆国の憲法と伝統はそのよ
うな権利を認めていない。

最高法規条項そのものから実体的権利を導き出すことはできない。また、
合衆国憲法第 3 条は連邦の司法権の範囲を定めるものであって、有罪判決後
の審査を行う州の裁判所に対して実体的なルールの遡及適用を強いることは
できない。同条が求める司法の完全性は、連邦の裁判所に限ってみても、係
属中の通常上訴には新たなルールの適用を要件とするが、事後的審査につい
てはこれを強いるものではない。

デュー・プロセス条項も根拠にはならない。たとえデュー・プロセス条項
が新たな実体的ルールを予期することを裁判所に要求したとしても、上訴権
や確定した有罪判決に対する事後的攻撃の権利を保障するものではなく、裁
判所は事後的審査において確定した有罪判決または量刑の再審理を強いられ
るものではない。憲法は有罪判決確定後の救済を要件としていないので、事
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後的審査を行う裁判所があらゆる種類の潜在的な誤りを再審理する必要はな
い。また、平等保護条項も新たな実質的規則を遡及的に適用するための事後
的審査の請求を正当化するものではない。通常上訴中の者と事後的審査中の
者との区別は長く合理的なものと理解されてきており、事後的審査における
新たな実体的ルールの遡及効を強いるものではない。

Teague は、連邦の人身保護法の解釈に関するものであって、憲法上のも
のではない。法廷意見の立場は、連邦制の下での終局性を否定するものであ
る。

５．検討

（1）これまで見てきたように、アメリカ合衆国においては、Teague 以降、
憲法上の新たなルールの遡及効について、新たなルールが宣言された当時に
通常上訴係属中の事件に対しては遡及適用がある一方で、新たなルールが宣
言された際に確定していた判決に対しては、ごく例外的な場合を除いて遡及
適用されないとの法理が確立されている。こうした中で、Teague の実体的
ルールの例外が憲法上の要求であるとした Montgomery は、確定判決に対
する事後的審査における、新たなルールの不遡及原則に関して新たな展開を
示すものであることから、以下、Montgomery について若干の検討を加える。

Montgomery では、第 1 に、州裁判所が Miller での合衆国裁判所の判断
に遡及効を与えることを否定したことが正しかったかどうかを判断する権限
を合衆国最高裁判所が有するか、すなわち、Teague で示された遡求適用に
ついての例外の要件が州裁判所を拘束するかという問題と、第 2 に、州裁判
所を拘束するとして、Teague に基づいて Miller のルールが遡及適用される
かという問題の二点が争点とされた。

（2）第 1 の問題について、これまで合衆国において、確定判決後に下さ
れた憲法上の新たなルールの遡及効の問題は、裁判の基本的公正さの保持に
かかわる合衆国憲法上の基本権保障と有罪者処罰の要求とのバランスを図ろ
うとする、連邦の人身保護手続と表裏をなす問題として主に議論されてきた。
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そして、Teague の不遡及原則と二つの例外についても、このような人身保
護手続に限定しての合衆国最高裁の基本的な立場を示すものとされてきた。
Teague はあくまでも連邦人身保護手続に関する事案であって、合衆国の複
雑な連邦と州との関係の中で、州の立場の尊重（comity）に基礎をおいて、
州の利益と連邦人身保護の審査の機能との調和を図ったものであって 47、
Teague のルールは州の確定判決後の手続を拘束しないとするのが Danforth
までの合衆国最高裁判所の立場であり、Teague は人身保護法の解釈の問題
であるとされてきた。ところが、Montgomery の法廷意見は、Teague の例
外のうち、実体的なルールの例外は憲法上の根拠を有するものであり、した
がって州の裁判所を拘束するとした。この点で Montgomery は重要な判断
である。

ただし、Montgomery の法廷意見が実体的なルールの例外が憲法上の要
請であるとする理由は必ずしも明確ではない。法廷意見は合衆国最高裁判所
の先例と最高法規条項をその根拠として挙げる。しかし、法廷意見の挙げて
いる先例は事後的審査にかかわるものではないことから、これら先例を遡及
効の根拠とすることは説得力に欠けると言わざるを得ないであろう。また、
最高法規条項についても、新たな実体的ルールの遡及適用が憲法上に基礎付
けられてはじめて最高法規条項は意味を持つのであって、これを根拠とする
ことは困難であると思われる。

この点、実体的なルールが遡及効を持つ合衆国憲法上の根拠となり得るも
のとして、デュー・プロセス条項がある。アメリカ合衆国憲法は、連邦に対
しては第 5 修正で、州に対しては第 14 修正で、「何人からも、法のデュー・
プロセスによらずに生命、自由または財産を奪ってはならない」と規定する。
このデュー・プロセス条項は、今日では刑事手続における告知と聴聞を中核
とする手続を要求するにとどまらず、それを超えて、開かれた文言ゆえに、
合衆国憲法に明文根拠がない権利の一般的保障規定となっている。それゆえ、
憲法の個別の条項に違反していない場合であっても、正義や公正の基本的観
念に反する手続は憲法に違反するものだとして救済を行う根拠となる。実体
的ルールの変更により、一定の行為や一定の者に一切刑罰を科すことができ
ない憲法的な保障がなされるとするのであれば、もはや拘禁する根拠が憲法
上存在しないにもかかわらず、その者を継続して拘禁することは、デュー・
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プロセス条項が禁止する恣意的で不当な政府の拘束にあたるということもで
きるであろう。また、刑事裁判において、同様の事件は同様に扱われなけれ
ばならないことは、正義と公正の基本的概念である 48。遡及効を認めないこ
とにより、同じ立場にある者が判決の確定時期という偶然の事情により、新
たなルールのもたらす利益を享受する者と享受しない者が生ずるという点 49

で、このような正義と公正の概念に反するといえるとするならば、遡及効の
根拠はデュー・プロセス条項に求められるということになろう。

これに対して、Montgotmery のスカリア裁判官、トマス裁判官の反対意
見はデュー・プロセス条項は根拠とならないとする。確かにスカリア裁判官
が示唆するように、当時のルールに従って下された判決に基づく拘禁は、裁
判官の恣意や個人的な政策判断によるものではなく、当時のルールに則り、
それまでの事例と同一に扱われている限り、デュー・プロセス違反に至るよ
うな明白な手続的不合理があるとまではいえないとの主張にも、説得力があ
るように思われる 50。

Montgotmery は、Teague が示した実体的ルールの遡及適用が憲法上の
要求であるとしたが、その根拠や内容は十分に示されておらず、今後明らか
にされる必要があろう。

（3）第 2 の問題については本稿と直接の関係はないので簡潔に触れるに
とどめる。Montgomery の法廷意見は、Miller で示されたルールを憲法上の
新たな実体的ルールであるとした。Miller の法廷意見が、絶対的必要刑が適
法な量刑として選択できるのは稀であるとした点 51 をとらえ、Miller はそ
のような例外的な場合を除いて少年に対する絶対的終身刑を禁ずるルールで
あると解している。これに対してスカリア裁判官の反対意見は Miller のル
ールは終身刑を科すにあたって、その特性ゆえに少年を保護する手続を保障
するものであって、手続的なルールであるとする 52。

Miller のルールが実体的なルールと見るか手続的なルールと見るかについ
ては、合衆国においても論者によって評価が異なるようである 53。Teague
は、例外的に合衆国最高裁による新たなルールが遡及する例外的な場合とし
て二つの類型を挙げているが、必ずしも両者の区別は明らかではないという
指摘がなされている。実際に Teague の例外にあたるかどうかについては下



桐蔭法学 24 巻 1 号（2017 年）

44

級裁判所においても判断が分かれるケースが多くあり、また、本件も含め合
衆国最高裁判所の裁判官でさえ判断が分かれるケース 54 が生じているので
ある。この点については、今後合衆国最高裁判所による判例の集積を待つほ
かないのかもしれないが、新たなルールの遡及適用が与える影響の大きさを
考えると、より明確なルールが必要であるという主張にも十分説得力がある
と思われる 55。

６．おわりに

以上、アメリカ合衆国おける判例の展開を中心に刑事手続における判決の
遡及効に関する議論を概観し、若干の検討を加えた。

これまで、刑事司法における憲法判断の遡及効についての合衆国での議論
は、わが国ではあまり参考にされてこなかったように思われる。その理由は、
合衆国の人身保護手続のような憲法上の手続違反を理由とする非常救済手続
がなく 56、違憲判決の遡及効を争う手続が乏しかったこと、わが国の裁判所
は具体的争訟に法を解釈適用する司法裁判所であり、その性格上法令を違憲
とする判決の効力が当該事件への個別的効力を有するにとどまるとする個別
的効力説の当然の帰結として遡及効がないことが当然の前提とされてきたこ
とにある。現在でも、判例の変更が遡及するかという議論はあまりみられな
い。

わが国の憲法 31 条もデュー・プロセスを保障しているとするのが通説的
な解釈であり、憲法のどの条文に反すると明らかにはいえないが、憲法の精
神に反するといわざるを得ない場合を救済する根拠とされる 57。そうだとす
れば、刑事手続において最高裁判所の違憲判決が下されることにより、正義
と公正の基本的な観念に反する現象が生じている場合には、これを確保する
ため憲法 31 条の要求として救済を行うべきとする余地はあるであろう。も
ちろん、いかなる場合に、正義や公正さに反することになるのかは一義的に
決せられるものではなく、わが国の社会の価値観や常識に照らして検討する
必要があるのであって、合衆国の議論がそのまま当てはまるとは限らない。
しかし、現在の合衆国での議論にみられるように、憲法判断の遡及効が憲法
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の要求となりうるとするならば、それがいかなる内容を持つもので、どのよ
うな論理に基づいているのかを検討する意味はあるであろう。

そうすることで、わが国において、現行の上訴制度や再審、非常上告制度
といった現行法上の救済手段の解釈や運用に関しても、憲法の要求から刑事
被告人の救済がいかにあるべきか、という点から改めて議論する契機にはな
り得よう。

合衆国最高裁判所は、憲法上の新たな実体的ルールの遡及効は合衆国憲法
に基礎づけられているとの判断を下した。しかし、その内容については必ず
しも十分に説明されておらず、今後明らかにすべき点も多いが、本稿では十
分に検討ができず、問題点を指摘するにとどまった。これらの点については
今後の課題としたい。
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